
別紙３ 

小・中学生から募集したポスターの活用に関する注意事項について 
  

 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織

委員会」といいます。）が実施した小中学生からのポスター募集企画（以下「本件

企画」といいます。）に関して、本件企画に応募頂いた作品のうち、各学校が代表

作品として組織委員会に送付した作品以外の作品（以下「本件ポスター」といいま

す。）を各学校及び地方自治体等が開催するイベント（以下「イベント等」といい

ます。）において展示する際は、以下の点にご留意下さい。 

 

＜注意事項＞ 

１．オリンピックシンボル、パラリンピックシンボル、大会エンブレム、大会名称、

大会呼称（Tokyo 2020）、大会マスコット及び大会モットーなどのオリンピッ

ク・パラリンピックに関する知的財産権は、国際オリンピック委員会（IOC）、

国際パラリンピック委員会（IPC）及び組織委員会等に帰属致します。そのた

め、イベント等において本件ポスターを展示する際は、その取扱いにつき十分

にご留意頂くとともに、特に以下の点について十分にご注意下さい。 

（１）原則として、協賛企業が付いているイベント等においては展示をお控え下

さい。 

（２）協賛企業が付いているイベント等において展示する場合は、本件ポスター

の展示場所をその他のイベントスペースと物理的に明確に分離したり、展

示場所の周囲に当該協賛企業の企業名が掲出されない様な措置を講じた

りするなどして、当該協賛企業自身又は当該協賛企業の商品・サービスと

東京 2020 大会、オリンピックムーブメント又はパラリンピックムーブメ

ントとが関連付けられることがないように十分ご配慮下さい。 

（３）その他、第三者又は第三者の商品・サービスと東京 2020 大会、オリンピ

ックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとが関係あるかのよ

うな印象を与えたり、第三者又は第三者の商品・サービスのプロモーショ

ンに繋がるようなおそれのある場所での展示はお控え下さい。 

（ 例 ）企業、店舗、売店、売り場・セール等での展示 

 

２．アニメやゲームのキャラクター等の第三者が知的財産権を保有するものが本件

ポスターに描かれている場合には、当該第三者の権利を侵害しない様、その取

扱いについては十分ご留意下さい。 

 

 

                  以上 


